
熱中症特別警戒情報に係る発表基準の変更に伴う
暑さ指数（WBGT）予測値等 電子情報提供サービス

への影響について

令和８年２月２日

環境省大臣官房環境保健部企画課
熱中症対策室



熱中症警戒情報及び熱中症特別警戒情報

熱中症警戒情報 熱中症特別警戒情報
一般名称 熱中症警戒アラート 熱中症特別警戒アラート

位置づけ 気温が著しく高くなることにより熱中症
による人の健康に係る被害が生ずるおそ
れがある場合
(熱中症の危険性に対する気づきを促す)

＜これまでの発表回数＞
R3: 613回, R4: 889回, R5:1,232回
R6：1,722回, ※R７: 1,749回

気温が特に著しく高くなることにより熱中症
による人の健康に係る重大な被害が生ずるお
それがある場合
(全ての人が、自助による個人の予防行動の実
践に加えて、共助や公助による予防行動の支
援)

法改正により、令和６年４月から運用を開始。
現時点まで発表実績なし。

発表基準 府県予報区内の１地点以上で暑さ指数
（WBGT）が33以上になると予測した
場合に発表

都道府県内の全ての暑さ指数情報提供地点で、
翌日の日最高暑さ指数（WBGT）が35以上に
なると予測した場合に該当都道府県に発表
(自然的社会的状況により、熱中症による人の
健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある
と認められる場合においても発表)

発表時間 前日１７時頃 及び 当日朝５時頃に発表 前日10時頃における翌日の予測値で判断し、
前日１４時頃に発表

※令和７年度運用期間：令和７年４月23日～令和７年10月22日
※昨年11月から有識者による検討会を開催し、熱中症警戒アラート等の今後の在り方も含めて検証・議論を行っている。

現行

1



課 題 対応の方向性（案）
発表単位の細分化や地形・暑さ指数情報提供
地点数の影響
県内すべての暑さ指数の地点が基準に到達

する必要性はあるのか。標高の高い地点な
ど参照しない地点を検討してはどうか

熱中症特別警戒情報の発表単位を、都道府
県単位からさらに細分化できないか

来年度の制度運用に向け、各情報提供地点における暑さ指数の傾向を
踏まえて、熱中症特別警戒情報の発表の判断の際に参照しない地点を
検討する。（⇒資料３－２）
なお、発表単位の細分化については、熱中症特別警戒情報が相当広範
囲での影響を想定しており、制度上、熱中症特別警戒情報が発表され
た際に都道府県においても対応をとることとなっており、本制度創設
時の考え方にも関わることから中長期的な課題として検討していく。

地域や時期による暑熱順化の程度の差 熱中症特別警戒情報の基準を地域や時期によって変更した場合に熱中
症搬送数や熱中症死亡数がどの程度軽減されるかに関する研究成果を
踏まえて検討する。（⇒資料３－３）

予測精度の精緻化 予測値を含む暑さ指数算出への影響が大きい湿度の推定方式の改善や、
充実する気象庁数値予報データのWBGT予測への取入れ等を進めてい
るところであり、引き続き予測精度の向上・精緻化に努める。

基準そのものへの御意見：
WBGT「35」との基準については検討も

必要か
WBGTを根拠とすることが必要か（気温や

SETといった別の指標がよいのではない
か）

熱中症特別警戒情報の発表基準は「過去に例のない危険な暑さであり、
熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるよ
うな、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがある場合」を想定
し、カナダ等の例でWBGT35を超えると健康リスクが急速に高まるこ
とが示されていること等から設定されているもの。引き続き科学的知
見の収集に努めていく。

運用面に関する御意見：
熱中症特別警戒情報の発表ルート（国ー都

道府県ー市区町村）や情報伝達手法を見直
してはどうか

熱中症特別警戒情報は、カナダなど諸外国で発生したような相当広範
囲にわたる熱波の状況を想定しており、現行の制度上、熱中症特別警
戒情報が発表された際に環境省が都道府県へ通知し、都道府県が市町
村に通知することとなっていることから、都道府県を介した発表ルー
トとしているところであるが、情報伝達手法について引き続き検討し
ていく。

検討課題と対応の方向性（案）
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出典：令和７年度第１回熱中症特別警戒
情報等に関するワーキング・グループ
（令和７年11月13日開催）資料３－１



熱中症特別警戒情報の発表の判断にあたって参照しない地点の一覧

〇令和３～７年の５か年のうち４回以上、県庁所在地との「差の平均」が平均－2σ
よりマイナス方向に大きかった地点は以下のとおり。

〇12月17日に開催された「令和７年度 第２回 熱中症特別警戒情報等に関するワー
キング・グループ」において、以下の地点を「参照しない地点」とし、令和８年
度から適用することを了承。

13県24地点
青森県 ：酸ケ湯
岩手県 ：薮川、区界
福島県 ：桧原、鷲倉、桧枝岐
栃木県 ：那須高原、土呂部、奥日光
群馬県 ：草津、田代
長野県 ：菅平、軽井沢、開田高原、野辺山
山梨県 ：河口湖、山中
静岡県 ：井川
岐阜県 ：六厩、宮之前
和歌山県：高野山
高知県 ：本川
長崎県 ：雲仙岳
熊本県 ：高森
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「熱中症特別警戒情報及び熱中症警戒情報のデータ提供」の仕様変更（現時点の計画）

 現状：前日10時時点の予測値において、都
道府県内全地点で日最高暑さ指数35以上が
予測された場合は10時のCSVファイルにお
いてTargetDate2フラグが２となる。

⇒ 見直しにより「熱中症特別警戒情報の判
断に参照しない地点」以外の都道府県内
の全地点で日最高暑さ指数35以上が予
測された場合にTargetDate2フラグが２
となる。

 現状：熱中症特別警戒情報を発表する場合
は14時のCSVファイルにおいて
TargetDate2フラグが３となる。

⇒ 変更なし

 現状：各都道府県内の全情報提供地点の翌
日の日最高暑さ指数が、「日最高WBGT
（XX:XX）」に列挙される。

⇒ 変更なし
（情報提供地点の変更もなし）

現行フォーマットの詳細は以下リンク参照
https://www.wbgt.env.go.jp/man15NH/
R07_wbgt_data_service_manual.pdf
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https://www.wbgt.env.go.jp/man15NH/R07_wbgt_data_service_manual.pdf
https://www.wbgt.env.go.jp/man15NH/R07_wbgt_data_service_manual.pdf


熱中症特別警戒情報及び熱中症警戒情報のデータ提供のイメージ（見直し前）

群馬県（草津・田代を除く。）及び埼玉県で日最高暑さ指数の予測値が前日10時の時点で
35以上になった場合のイメージ（alert_YYYYMMDD_10.csvをExcelで読み込んだ抜粋）

⇒現行の基準では、草津・田代が35に到達しないため、群馬県の「TargetDate2フラグ」欄は0
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熱中症特別警戒情報及び熱中症警戒情報のデータ提供のイメージ（見直し後）

⇒電子情報提供サービスの「熱中症特別警戒情報及び熱中症警戒情報のデータ提供」では、CSV
ファイルの構造の変更はなく、通常の使用方法であれば利用者への影響はない見込み 6

群馬県（草津・田代を除く。）及び埼玉県で日最高暑さ指数の予測値が前日10時の時点で
35以上になった場合のイメージ（alert_YYYYMMDD_10.csvをExcelで読み込んだ抜粋）



今後のスケジュール（現時点の想定）

 令和８年３月に電子情報提供サービス利用者向けの試験配信を実施する予定です。
 試験配信開始時には、詳細を熱中症予防情報サイトの「暑さ指数（WBGT）予測値

等 電子情報提供サービス」ページにてお知らせします。
 試験配信に合わせて、令和8年の運用期間の情報提供地点情報のマスターファイル

を共有する予定です。

 令和８年４月22日に令和８年の熱中症特別警戒情報等の運用を開始します。
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